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はじめに 

ベトナムでは労働者が複数の雇用者の下で働くことが珍しくない。特に、Covid-19 パンデミックの状況で、

労働者は自宅で仕事をするようになり、柔軟かつ自由に副業を探す傾向にある。一方で、新規採用や外国

人の招聘が困難なことから、経験豊富な労働者が同じグループ内の複数の企業で同時に働く事例も発生し

ている。 

ベトナムの労働法上、労働者が複数の雇用者と労働契約を締結することは認められている。しかし、この

場合、募集・採用にあたり雇用者側が注意しなければならないポイントがあるため、本稿で解説する。 

 

1. 労働者が複数の労働契約を締結する権利 

2019 年労働法第 19 条によると、労働者は複数の雇用者と労働契約を締結することができるが、締結さ

れた内容の完全な履行を保証しなければならない。したがって、雇用者は、労働者が各雇用者に対する義

務を完全に履行できるように、労働時間、休憩時間、義務内容、作業場所などを明確にし、問題がないか労

働者と相談する必要がある。 

 

また、雇用者は労働者が他の雇用者のもとで働くことを禁止する権利はない。 

 

2. 強制社会保険に加入する際の留意点 

複数の雇用者と労働契約を締結する労働者を募集・雇用する際に問題となるのが、社会保険、健康保

険、失業保険への加入義務である。労働者が複数の労働契約を締結する場合の強制社会保険の加入義

務は、以下の通りとなる。 

社会保険・失業保険 健康保険 労働災害・職業性疾病保険 

最初に締結した労働契約 

に基づき加入する 

もっとも給与の高い労働契約 

に基づき加入する 

すべての労働契約 

に基づき加入する 

社会保険・失業保険、健康保険に加入しない雇用者（上述の加入義務を満たさない労働契約の雇用者）

の場合、その雇用者は、労働者の保険料率に相当する金額を給与とあわせて労働者に追加で支払わなけ

ればならない。 

つまり、雇用者側から見ると、社会保険等の加入義務がない場合でも、社会保険・失業保険、健康保険

料の会社負担分に相当する金額の支払いが必要となる（支払い先が社会保険機関等か労働者か異なるの

み）。 

 

3. 個人所得税の留意点 

個人取得税については以下の留意点がある。 

・個人所得税の源泉徴収：各雇用者は労働者に給与を支払う前に、各労働契約から生じる所得に対し

て、個人所得税を源泉徴収する 5。 



 
・扶養控除：労働者が複数の雇用者との労働契約により複数の給与収入源を持っている場合、扶養控

除の計算は雇用者のうち 1 つのみ選択することができる。雇用者は、扶養控除に関する個人所得税

の規定に違反しないよう、労働者に説明する必要がある 6。 

・個人所得の確定申告義務 7：労働者が複数の雇用者と 3 カ月以上の労働契約を締結する場合、確

定申告を雇用者に委任できず、労働者自身が個人所得税の確定申告を行わなければならない。 

 

例外として、以下の条件を満たす労働者は、雇用者に確定申告を委任できる。 

－1 年間の平均月収が VND 10,000,000 以下の他の収入があるが、 

－この収入には 10％の税率で個人所得税が源泉徴収されており、 

－上記収入に対して確定申告の必要がない（源泉徴収のみで納税義務が完結している）。 

 

4. 他の留意点 

4.1 労働契約締結時の情報提供義務 

2019 年労働法第 16 条では、労働契約締結時の情報提供義務が規定されており、その中で、労働者は

「その他の労働契約の締結に直接関連する事項で雇用者が求めるもの」について情報を提供しなければな

らないとされている。したがって、雇用者は労働者に対して、（i）労働者が他の雇用者と労働契約を締結して

いるか、および（ii）当該の労働契約の給与は、他の労働契約の中で最高額かなど、労働契約締結に関連

する情報の提供を求めることができる。 

 

これらの情報は、雇用者が以下のことを行うのに役立つ。 

（i）強制保険加入や個人所得税に関する規制を順守する 

（ii）労働契約の履行可能性を確保するために、労働時間、休憩時間、義務内容、作業場所などの労働

契約の内容について、労働者と相談し、明確にする 

（iii）労働者が競合他社である他の雇用者の下で働く場合、情報セキュリティ、企業秘密、技術秘密漏

洩のリスクが回避できる。また、労働者がクライアントである他の雇用者または同じグループ内の

別の企業で働く場合、利益相反のリスクが回避できる。また、労働者との秘密保持契約（Non-

disclosure Agreement）を締結するなど、起こり得るリスクを制限するための措置を講じることができ

る。 

 

4.2. 労働災害・職業病等にかかった労働者に対する雇用者の責任 

複数の労働者と労働契約を締結した労働者が労働災害・職業病等にかかった場合、雇用者には以下の

責任が発生する。 

－労働者に仕事を割り当てている雇用者は、労働災害・職業病に対する給付金の書類を作成し、決済

を要求する責任がある 8。 

－雇用者の職場 A から別の雇用者の職場 B に向かう途中で事故に遭い、それが労働災害であると判

断された場合、職場 B が事故に遭った場所と判断される。職場 B の雇用者は労働災害・職業病に

対する給付金の書類を作成し、決済を要求する責任がある 9。 

 

 



 
おわりに 

法的規制を確実に順守し、複数の労働契約を締結する労働者を採用することによるリスクを回避するた

め、雇用者は、採用プロセスおよび職務評価プロセスを強化し、労働者の情報を管理する必要がある。これ

により、柔軟な働き方を希望する優秀な労働者を採用できると同時に、より柔軟で効果的な労働環境を作る

ことができる。 
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